
１２ 介護老人福祉施設 

（１）特例入所の取扱い 

★ 対象サービス…介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

平成 27年４月１日以降の介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活

介護（以下「施設」という。）への入所が原則要介護３以上の方に限定され、要介護１又は

２の方は居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事情があ

る場合に、特例的な施設への入所が認められることとなりました。 

 静岡市ではこれまで「静岡県指定介護老人福祉施設等の特例入所に関する取扱要領」に基

づき特例入所の運用しておりましたが、「静岡市指定介護老人福祉施設等の特例入所に関す

る取扱要領」を定めました。（施行日：平成 29 年７月１日） 

 「静岡市指定介護老人福祉施設等の特例入所に関する取扱要領」については静岡市介護保

険課のホームページをご覧ください。 

（https://www.city.shizuoka.lg.jp/528_000079.html） 

① 特例入所の判断に当たって確認すべき事項 

国ガイドライン 静岡市の判断基準 

認知症である者であって、日常生活に支障

を来すような症状・行動や意思疎通の困難

さが頻繁に見られること 

認知症高齢者の日常生活自立度 

（ランクⅣ又はＭか） 

知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に

支障を来すような症状・行動や意思疎通の

困難さ等が頻繁に見られること 

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障

害基礎年金等 

（交付等の有無、障害の程度又は障害

等級等） 

家族等による深刻な虐待が疑われること

等により、心身の安全・安心の確保が困難

であること 

深刻な虐待の疑い等の情報の有無 

単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱

である等により家族等による支援が期待

できず、かつ、地域での介護サービスや生

活支援の供給が不十分であること 

家族等の状況（家族等による支援が期

待できない状況か） 

介護サービスや生活支援の供給状況 

居宅サービスの利用に関する状況など 

（入所の必要性の高さを判断する基準） 

居宅サービス等の利用に関する状況 

（利用サービス内容や支給限度基準額

に対する割合等） 

必要に応じて、居宅における生活の困難度について担当介護支援専門員等から意見

を聴取 
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② 具体的手続き 

特例入所の取扱時には、下記の事項に留意してください。 

ア 入所申込み受付時 

（ア）平成 27年４月１日以降、施設への入所が原則要介護３以上の方に限定されました。

要介護１又は２の方は居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむ

を得ない事情がある場合に、特例的な施設への入所が認められるため、入所申込書に

特例入所の要件を具体的に記載した上で、その内容について丁寧な説明を行い、特例

入所の要件への該当に関する入所申込者の考えを記載してもらうようにしてくださ

い。 

（イ）入所申込者から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申

込みを受け付けない取扱いは認められません。 

イ 静岡市への意見照会 

要介護１又は２の入所申込者のうち、入所申込者名簿の上位者で、優先入所検討委員

会において具体的に優先入所順位の検討を行うことが見込まれる者について、施設は、

静岡市に対して、特例入所対象者に該当するかを判断するにあたっての意見照会をし

てください。 

当初の意見表明を受けた日から１年以上経過した場合や入所申込者の状態等が大き

く変化した場合は、再度、意見照会等を行ってください。 

    【提出書類】 

 ・「指定介護老人福祉施設等の特例入所に関する意見照会について」（標準様式１） 

     ・入所申込者の入所申込書の写し 

     ・施設が特例入所対象者に該当すると判断した理由や参考資料等 

 【提出先】 

静岡市介護保険課 事業者指導第１係 

【提出期限】 

優先入所検討委員会の開催予定日の３週間前

    【静岡市回答】 

原則として、意見照会を受けた日から２週間以内に意見表明します。 

ウ 優先入所検討委員会での検討 

優先入所検討委員会において、静岡市が特例入所該当者として意見表明を行った要

介護１又は２である入所申込者について、特例入所対象者に該当するか否かを判断し

てください。 

エ 記録の作成及び保存等 

施設は、要介護１又は２の入所申込者について、特例入所対象者に該当するか否かの
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判断を行った場合は、当該優先入所検討委員会の協議内容等を記録し、これを２年間保

存するとともに、判断結果を静岡市に報告してください。 

オ 優先入所指針との関係 

取扱要領は、特例入所の運用に関する事項を定めるものであり、入所申込者の入所の

必要性の高さの判断は、静岡市指定介護老人福祉施設等優先入所指針に基づいて行っ

てください。 
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